
2024.5.19 82024.5.1

地
域
特
産
品
処
理
加
工
施
設

（
中
央
部
）
と
缶
詰
製
作
所
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
右
側
）

　
　

●
地
域
医
療
審
議
会
設
置
条

例
の
制
定

　
町
民
が
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
地
域
医
療
に
つ
い
て
審
議

す
る
審
議
会
を
設
置
す
る
た

め
の
も
の
。

　
　
　
　
　
　
可
決
（
全
員
）

　
審
議
す
る
内
容
に
つ
い
て
、

町
の
医
療
体
制
に
関
す
る
こ

と
や
、
地
域
医
療
に
関
す
る

こ
と
と
あ
る
が
、
具
体
的
な

内
容
と
、
メ
ン
バ
ー
構
成
は
。

　
内
容
は
、
町
の
医
療
体
制

に
つ
い
て
は
、
民
間
の
医
療

機
関
を
含
め
て
、
当
町
の
医

療
全
般
の
体
制
を
、
ど
の
よ

う
に
充
実
さ
せ
て
い
く
か
と

い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
。

　
地
域
医
療
に
つ
い
て
は
、

当
然
、
旧
へ
き
地
医
療
の
こ

と
に
な
る
の
で
、
今
現
在
の

そ
の
診
療
所
の
運
営
等
に
つ

い
て
も
審
議
す
る
こ
と
に
な

る
と
思
う
。

　
ま
た
、
委
員
に
つ
い
て
は
、

15
名
以
内
と
し
て
、
住
民
の

代
表
の
方
、
歯
科
医
師
薬
剤

歯
科
医
、
医
師
会
、
社
会
福

祉
行
議
会
、
消
防
署
な
ど
の

委
員
を
考
え
て
い
る
。

●
福
祉
医
療
費
助
成
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正

　
医
療
費
助
成
に
つ
い
て
、

対
象
と
な
る
児
童
は
、
15
歳

に
達
す
る
日
以
降
の
最
初
の

３
月
末
日
ま
で
の
者
と
し
て

い
る
が
、
現
在
の
子
ど
も
施

策
等
の
社
会
情
勢
に
か
ん
が

み
、
そ
の
対
象
年
齢
を
18
歳

に
引
上
げ
る
た
め
の
も
の
。

　
　
　
　
　
　
可
決
（
全
員
）

　
　

　
対
象
が
18
歳
に
達
す
る
日

以
降
の
最
初
の
３
月
末
ま
で

の
者
と
の
こ
と
だ
が
、
児
童

福
祉
法
で
は
、
児
童
と
は
満

18
歳
未
満
の
者
と
あ
る
が
、

こ
の
条
文
で
い
い
の
か
。

　
町
の
施
策
と
し
て
、
18
歳

に
達
し
て
以
降
３
月
末
ま
で

の
日
に
つ
い
て
、
医
療
費
を

補
助
し
て
い
く
予
定
。

　
　
　
　
宮
地 

葉
子 

議
員

　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
は
10

　
　
　
　
　
　
年
ほ
ど
前
に

　
　
　
　
　
　
実
現
し
た
15

　
　
　
　
　
　
歳
（
中
学
卒

業
）
ま
で
子
ど
も
の
医
療
費

無
料
化
に
つ
い
て
、
18
歳
ま

で
に
延
長
す
る
も
の
だ
。

　
多
く
の
住
民
が
望
ん
で
い

た
こ
と
で
、
こ
れ
に
上
が
っ

た
こ
と
は
、
住
民
に
と
っ
て

大
変
喜
ば
し
い
こ
と
だ
と
思

い
、
賛
成
す
る
。

●
消
防
団
員
の
定
員
、
任
免
、

給
与
、
服
務
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正

　
常
に
地
域
防
災
の
要
と
し

て
活
躍
し
て
い
る
既
存
の
消

防
団
員
と
は
別
に
、
特
定
の

活
動
、
役
割
に
参
加
し
、
消

防
団
の
活
動
を
補
完
す
る
役

割
を
も
っ
た
団
員
い
わ
ゆ
る

機
能
別
団
員
の
制
度
を
導
入

す
る
た
め
の
も
の
。

　
　
　
　
　
　
可
決
（
全
員
）

　
条
例
に
機
能
別
団
員
な
る

も
の
が
設
け
ら
れ
る
が
、
そ

の
団
員
の
対
応
の
内
容
と
、

ど
の
よ
う
な
方
を
想
定
し
て

い
る
の
か
。

　
ま
た
、
日
々
の
訓
練
の
参

加
の
有
無
や
組
織
化
、
登
録

の
方
法
等
の
内
容
は
。

　
ま
ず
、
機
能
別
団
員
に
つ

い
て
は
、
通
常
の
火
災
や
行

方
不
明
者
の
捜
索
な
ど
へ
の

参
加
を
想
定
し
て
い
る
。

　
入
団
に
つ
い
て
は
、
通
常

の
団
員
と
同
様
に
各
分
団
に

入
団
し
て
頂
く
が
、
訓
練
等

の
参
加
は
想
定
し
て
い
な
い
。

　
対
象
と
し
て
想
定
し
て
い

る
の
は
、
消
防
団
員
の
Ｏ
Ｂ

の
方
々
に
参
加
し
て
い
た
だ

き
、
経
験
等
を
生
か
し
な
が

ら
、
人
数
が
不
足
時
な
ど
の

対
応
に
当
た
っ
て
頂
き
た
い

と
考
え
て
い
る
。

●
分
担
金
賦
課
徴
収
条
例
の

一
部
改
正

　
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業

が
け
く
ず
れ
住
家
防
災
対
策

事
業
に
採
択
と
な
っ
た
場
合

の
受
益
者
分
担
金
に
つ
い
て

軽
減
を
図
り
、
住
宅
地
の
安

全
性
の
向
上
と
地
域
へ
の
定

住
を
図
る
た
め
の
も
の
。

　
　
　
　
　
　
可
決
（
全
員
）

●
行
政
組
織
条
例
の
一
部
改

正　
庁
内
全
体
の
効
率
化
を
図

り
な
が
ら
、
行
政
サ
ー
ビ
ス

の
更
な
る
充
実
を
目
指
し
、

適
正
に
対
応
で
き
る
よ
う
新

た
に
環
境
政
策
室
の
設
置

と
、
所
管
す
る
業
務
を
変
更

す
る
た
め
の
も
の
。

　
　
　
　
　
　
可
決
（
全
員
）

　
こ
の
新
設
は
、
町
が
取
り

組
ん
で
い
る
脱
炭
素
な
ど
の

関
係
か
。
あ
る
い
は
、
環
境

問
題
全
般
へ
の
対
応
と
し
て

設
置
す
る
の
か
。

　
こ
の
改
正
は
、
ま
ず
は
脱

炭
素
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。

　
当
町
は
、
国
よ
り
脱
炭
素

先
行
地
域
に
選
ば
れ
た
こ
と

も
あ
り
、
大
き
な
予
算
を
執

行
し
て
い
く
。
こ
れ
へ
の
対

応
と
、
町
内
の
環
境
全
般
に

つ
い
て
し
っ
か
り
と
や
っ
て

い
く
こ
と
を
目
的
に
専
門
部

署
と
し
て
設
置
す
る
も
の
。

条
例
の
制
定
と
一
部
改
正

安
心
の
地
域
医
療
へ

　
審
議
会
を
設
置

医
療
費
助
成

　
18
歳
ま
で
引
上
げ

な
ぶ
ら
土
佐
佐
賀 

㈱
な
ぶ
ら
土
佐
佐
賀
に

条
例
の
制
定

行
政
サ
ー
ビ
ス
充
実

期
し 

環
境
政
策
室
を

消
防
団
員
に

機
能
別
団
員
を
追
加

が
け
崩
れ
住
家
対
策

　
分
担
金
の
軽
減
を

宮
地 

葉
子 

議
員

青
木 

地
域
住
民
課
長

浅
野 

修
一 

議
員

佐
田 

健
康
福
祉
課
長

濱
村 

美
香 

議
員

村
越 

情
報
防
災
課
長

山
本 

久
夫 

議
員

西
村 

副
町
長

条
例
の
一
部
改
正

討
論

賛
成 

　
　

●
畜
産
団
地
施
設
に
係
る
指

定
管
理
者
の
指
定

　
黒
潮
町
佐
賀
字
上
灘
山
３

２
０
６
番
２
、
黒
潮
町
畜
産

団
地
施
設
の
指
定
管
理
者
に

つ
い
て
は
、
公
募
の
結
果
、

現
在
の
指
定
管
理
者
の
黒
潮

町
佐
賀
字
上
灘
山
３
２
０
６

番
２
、
佐
賀
町
横
浜
生
産
農

業
組
合
、
代
表
者
村
越
竜
馬

氏
一
者
か
ら
応
募
が
あ
り
、

指
定
管
理
者
選
定
委

員
会
に
諮
っ
て
審
議

を
行
っ
た
。

　
こ
の
結
果
、
同
氏

は
こ
れ
ま
で
も
指
定

管
理
者
と
し
て
の
実

績
も
あ
り
、
産
業
振

興
と
地
域
貢
献
、
地

域
雇
用
の
目
的
も
達

成
し
て
き
て
お
り
、

指
定
管
理
者
候
補
と

し
て
適
当
と
判
断
し

て
選
定
し
た
も
の
。

　
　
　
可
決
（
全
員
）

●
さ
が
交
流
拠
点
施
設
な
ぶ

ら
土
佐
佐
賀
に
係
る
指
定
管

理
者
の
指
定

　
黒
潮
町
佐
賀
字
フ
ケ
ノ
澤

１
３
５
０
番
地
の
黒
潮
町
さ

が
交
流
拠
点
施
設
な
ぶ
ら
土

佐
佐
賀
の
指
定
管
理
者
に
つ

い
て
は
、
公
募
の
結
果
、
現

在
の
指
定
管
理
者
の
黒
潮
町

佐
賀
１
３
５
０
番
地
１
、
株

式
会
社
な
ぶ
ら
土
佐
佐
賀
、

代
表
取
締
役
、
明
神
慶
氏
一

者
か
ら
応
募
が
あ
り
、
指
定

管
理
者
選
定
委
員
会
に
諮
っ

て
審
議
を
行
っ
た
。
　

　
こ
の
結
果
、
同
氏
は
こ
れ

ま
で
も
指
定
管
理
者
と
し
て

の
実
績
も
あ
り
、
産
業
振
興

と
地
域
貢
献
、
情
報
発
信
、

地
域
雇
用
の
目
的
も
達
成
し

て
き
て
お
り
、
指
定
管
理
者

候
補
と
し
て
適
当
と
判
断
し

て
選
定
し
た
も
の
。

　
　
　
　
　
　
可
決
（
全
員
）

●
地
域
特
産
品
処
理
加
工
施

設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指

定　
黒
潮
町
入
野
４
３
７
０
番

地
２
の
黒
潮
町
地
域
特
産
品

処
理
加
工
施
設
の
指
定
管
理

者
に
つ
い
て
は
、
黒
潮
町
入

野
４
３
７
０
番
地
２
、
株
式

会
社
黒
潮
町
缶
詰
製
作
所
、

代
表
取
締
役
松
本
敏
郎
が
、

こ
れ
ま
で
も
指
定
管
理
者
と

し
て
の
実
績
も
あ
り
、
産
業

振
興
と
地
域
貢
献
、
地
域
雇

用
の
目
的
も
達
成
し
て
き
て

お
り
、
指
定
管
理
者
候
補
と

し
て
適
当
と
判
断
し
て
、
指

定
管
理
者
選
定
委
員
会
に

諮
っ
て
審
議
を
行
っ
た
。
　

　
こ
の
結
果
、
缶
詰
製
作
所

を
公
募
に
よ
ら
な
い
指
定
管

理
者
候
補
と
し
て
選
定
し
た

も
の
。
　
　
　
可
決
（
全
員
）

●
町
立
水
産
関
係
等
共
同
作

業
場
に
係
る
指
定
管
理
者
の

指
定

　
黒
潮
１
番
地
11
の
黒
潮
町

立
水
産
関
係
等
共
同
作
業
場

の
指
定
管
理
者
に
つ
い
て
は
、

公
募
の
結
果
２
者
よ
り
指
定

申
請
が
あ
り
、
選
定
委
員
会

に
よ
る
選
定
を
行
っ
た
。
　

　
こ
の
結
果
、
黒
潮
町
佐
賀

７
６
３
番
地
、
明
神
水
産
株

式
会
社
、
代
表
取
締
役
、
明

神
正
一
氏
が
候
補
と
し
て
適

当
と
判
断
し
て
選
定
し
た
も

の
。
　
　
　
　
可
決
（
全
員
）

畜
産
団
地 

横
浜
生
産
農
業
組
合
に

特
産
品
処
理
加
工
施
設 

　
　
缶
詰
製
作
所
に

水
産
関
係
等
共
同

作
業
場 

明
神
水
産
に

水
産
関
係
等
共
同
作
業
場

指
定
管
理
者
の
指
定
４
件

　
畜
産
団
地
施
設
と
さ
が
交
流
拠
点
施
設
な
ぶ
ら
土
佐
佐
賀
、

地
域
特
産
品
処
理
加
工
施
設
、
及
び
町
立
水
産
関
係
等
共
同

作
業
場
の
４
施
設
に
つ
い
て
、
指
定
期
間
満
了
に
伴
う
指
定

管
理
者
の
指
定
を
す
る
も
の
。
指
定
期
間
は
、
４
件
共
に
令

和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
11
年
３
月
31
日
ま
で
の
５
年
間
。

畜
産
団
地

道
の
駅
な
ぶ
ら
土
佐
佐
賀


